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1.は じ め に

西洋の諸国は、政治 ・経済 ・社会の諸制度あるいは宗教や思想や学問が日本よりも進んでい

る。いや、少な くとも日本を近代化させるためには日本が西洋の国から学ばなければならない

ところが数多 くある。幕末一維新期 と呼ばれる19世紀の半ばの日本の支配的な風潮は、このよ

うな意識であった。では、何を西洋から学び、 どのようにして日本に取 り入れるのか、これが

問題だ った。「和魂洋才」や 「東洋道徳西洋芸術」 というのは、この問題に対す る一っの回答

であったが、西洋にならって 「刀」を 「小銃」に代 える最 も初歩的な 「西洋芸術」の導入でさ

えも 「東洋道徳」にさまざまな影響をもたらした。

では、 どのような回答があり得るのか。問題点を明確にするために単純化すれば、二っの立

場が考えられるであろう。第1は 、日本の西洋化 という立場である。 しかし、西洋化 という立

場で も真剣に日本の将来のことを考え抜いた思想であれば、 日本の トータルな西洋化など主張

できるわけがない。歴史的 ・社会的前提が西洋 と日本では大 きく異なっているからである。し

たがって、大枠 としての西洋化、そしてその枠内での微調整 としての日本化 というものがここ

でいう西洋化 ということの実質的な内容となる。第2は 、原則 としての 「日本的なるもの」の

「保守」という立場である。 しかし、 トータルな日本の西洋化があり得なかったように、「日本

的なるもの」の トータルな 「保守」 も考えられない。この立場 と言えども 「日本的なるもの」

の本質的な価値が損なわれない範囲においては、西洋化を是認するのである。

さて、西洋の挑戦に対する日本のレスポンスとして考え られるのは、上に述べた2っ の立場

だけであろうか。西洋化でもな く、「日本的なるもの」の保守でもない、第3の 立場がないの

か。ラディカルな西洋主義者 として当時も今 もみなされている森有礼の思想的到達点の検討を

通 してこの問題を考えてみたい。

*森 有礼のプロフィールを人名辞典風に簡単に紹介 しておこう。

1847年生 まれ。薩摩藩士。明治維新の3年 前 に藩命によりイギリスに留学。後、アメリ

カへ渡る。帰国後、外交官 とし清国公使 ・イギリス公使として活躍。同時に、明六社を

結成するなど明治初期の代表的な啓蒙家 として知 られる。85年 、初代の文部大臣となり

教育制度の整備 に尽力。89年 、明治憲法発布の 日に伊勢神宮への不敬を理由に暗殺さる。

2.森 における西洋体験の意味

後期森の国家論、憲法論ほど多 くの論者に不可解な印象を与えたものはない。森は明治21年

6月18日 から同7月13日 まで、枢密院で開かれた 「明治憲法」草案の審議会で、教育問題に関

す る盟友であった伊藤博文 と決定的な対立を起 こし、元田永孚らの 厂天皇親政」を主張する保

守派グループと著 しい接近を示 している。そこでの森の主張 は、表面的に見るかぎり 「奇説」

(註1)で あり、「小数例外の君権主義」(註2)と 考えるより外、説明のっけよ うがないよう

な内容のものであった。 しか し、あれほど制度論 においては伝統 との連続性に留意 した、政治
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的リアリス トが 「奇説」を主張し、あれほど道徳教育における開明主義者が、最大の論敵であっ

た保守派 グループと接近しているのである。 そこには、根深い理由が存在 していると解釈せず

ばなるまいQ

伊藤は森を評して 「日本産の西洋人」と言 ったと伝えられている(註3)。 伊藤 自身はこの

指摘が真に意味するものを理解していなかった。枢密院での両者の対立、また森と保守派グルー

プとの接近の根源は、森があまりにも西洋人的(西 洋的ではない)で ありすぎた点にある。幕

末以降、 日本人は政治、経済、文化その他あらゆる分野にわたって、西洋文明の模倣 という一

点に努力を傾注 してきた。この傾向は、明治憲法の作成の際に極まった感がある。枢密院の会

議で議論が粉糾 した場合、必ず出て くるのが 「原義ハ何ナ リヤ」という言葉であった。立憲政

治という政治的伝統のなかった日本に、西洋をモデルにして 「憲法」を制定するということは、

単なる政治制度の輸入を意味せず、その背後にある西洋の政治哲学 も導入せざるをえないとい

うことを含意 していた。その結果、日本の政治的現実と政治の指導原理の間が分離 して しまう

可能性を、立憲体制の導入という作業は最初か らはらんでいたのである。 これに対処する方法

として二っあった。第一に、原則として西洋の政治哲学を踏襲するが、 この原則の枠内ではで

きるかぎり憲法の内容の日本化に努力する方法。伊藤などはこの典型である。彼は枢密院にお

ける審議の冒頭で、次のように念をおすのを忘れなかった。

「欧洲二於テハ当世紀二及 ンテ憲法政治 ヲ行ハサルモノアラス ト雖是 レ即チ歴史上ノ沿革二

成立スルモノニシテ其萌芽遠 ク往昔二発セサルハナシ反之我国二在テハ事全ク新面目二属ス

故二憲法ノ制定セラル、二方テハ先 ッ我国ノ機軸 ヲ求メ我国ノ機軸ハ何ナリヤ ト云フ事ヲ確

定セサルヘカラス。(註4)

このように述べた伊藤 は、「我国ノ機軸」として、主権の所在を 「天皇」という言葉で 「日本

化」 し、その実質は政府の権力を強化 したに過ぎなかった。

「抑憲法 ヲ創設スルノ精神ハ第一二君権 ヲ制限 シ第二臣民ノ権利 ヲ保護スルニアリ(註5)

とする憲法の基本的原則や

「抑立憲政体 ヲ創定 シテ国政 ヲ施行セント欲セハ……法律制定ナ リ子算ナ リ議会二於テ承知

スル丈ケノー点ハ此憲法ノ上二欠クコト能ハサラントス(註6)

という立憲政治論などは全 くの直輸入的理論である。厂直輸入的」という表現が言い過 ぎたと

すれば、少 くとも、伊藤にはヨーロッパ産の政治原則そのものに対する疑問は彼の憲法論の中

には見い出せないのである。このような立場は、実質においては西洋一辺倒である。これに対

して第二のものは、この逆に、日本一辺倒的思考である。元田らの保守派にとって諸々の価値

判断の基準 とは 「日本的」か否かということであった。

森の思想が誤解されやすいのは、彼の立場が伊藤的西洋主義でも、元田的日本主義で もない

点にある。森は確かに西洋主義者として出発 した。特に前期の彼の主張(と りわけその社会論)

にはその傾向が強い。ところが、後期の森は、伊藤などと全 く異 った観点から西洋文明という

ものを見ている。それは、西洋化の果てにある 「脱西洋化」 とでも呼びうるものである。 「日
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本産西洋人」という言葉の真の意味は、西洋人が西洋文明に対して内側から、様々な欠点や限

界を認め、それ故に絶対的なものの前に西洋文明自体を相対化する観点を確立せざるをえない

ように、西洋文明に対 してそのような観点を確立 した日本人という意味でなければな らない。

枢密院で伊藤の前に立っていた森とは、まさしく正 しい意味での 「日本産西洋人」であった。

このような森にとって 「明治憲法」の制定とは、 日本の政治制度の西洋化ではなか った。彼は

既に明治16年 末 に、 日本 における西洋文明 の模 倣 は完了 したと明言 して いるのであ る

("System"2-2)(註7)。 森のこのような 「脱西洋化」を促進する背景として、彼の西洋体験

の豊富さに加えて、留学期における彼の思想形成の特異さにまでさかのぼることができる。西

洋文明に失望を深めていた01iphant、 正統派キ リス ト教へのラディカルな批判者Harris、 森

は彼らを通 して西洋文明を見る目を養 ったのである。林竹二はこの点に関 して、次のような指

摘をしている。「彼等(森 ら薩摩藩留学生)は オーソ ドックスのキリス ト教や西洋文明の諸原

則を確かにっきとめる前に(Harrisや01iphantを 通 して)そ の批判を教えられることになっ

た。』(註8)前 期の森 は"LifeandResourcesinAmerica"の 序文に見 られた共和政体批判以

外は、西洋文明の忠実な模倣者であった。 しか し次の 「脱西洋化」 はこの序文より始まるので

ある。西洋文明に内在する 「権利としての政治参加」を批判 し、森はこの点 についての思索を

重ねていくうちに、西洋における文明ならざる部分 というものの存在に気付 くようになるので

ある。

今まで、「西洋主義者森有礼」 というイメージが鮮明でありすぎたために、森の 「脱西洋化」

頃向に着目した者はいない。「森=国 家主義者」論 は、前期の英米をモデル しにした西洋主義

か ら、後期の ドイッをモデルにした西洋主義へと、森の思想の変化(転 向)を 理解 した。私の

立場か らすれば、森の前期か ら後期への変化、移行 は、社会論における子定調和観の崩壊と、

国家論における脱西洋化の中か ら、日本の現実にそ くした国民国家を形成 しようとしたために

生 まれた、国家主美の成立過程だと理解することができる。そうして、このようにして生まれ

た後期森の国家論 はそのあまりの独創性の故に、誰からも理解されることがなかった。

3.機 能主義的国家論の構造

森 は西 洋 文 明 を 脱 出 し て 「普 遍 的 歴 史 的 事 実 」(generalhistoricalfacts)に 着 目 し

("System"1-1,2,3,4,5,6,7)、 この観 点 か ら西 洋 の 政 治 制 度 を相 対 化 す る("System"1-8,9,

10,11,12,13,14)。 後 期 の 森 は西 洋 と 日本 を比 較 し、 日本 の独 自性 を強 調 して い る が 、 こ れ を

日本 の絶 対 化 と理 解 して は な らな い。 森 に と って 、 西 洋 が 「普遍 的歴 史 的事 実」 の 前 に相 対 化

さ れ た よ うに、 日本 も 「普 遍 史 」 とい う フ ィル タ ー を通 して 見 た、 相 対 化 された 日本 で あ った。

"S
ystem"の 章 だ て に注 目 して も らいた い。 第2章 は 日本 の歴 史 の分 析 で あ るが、 章 の タイ ト

ル は"SpecialiHistoricalFacts"と な っ て い る 。 こ れ が 、 第1章 の"GeneralHistorical

Facts"に 対 応 した もの で あ る こ と は明 らか で あ ろ う。 森 が 、 西 洋 も日本 も、 「普 遍 」 の前 に は

「特 殊 」 で あ る と見 て い る こ とを 無 視 して しま え ば 、 彼 の憲 法 論 は 「奇 説 」 とな って し ま う。

さ て、 森 に と って 「普 遍 」 とは何 で あ った か 。 そ れ は、 人 間 の知 的、 道 徳 的 、 身 体 的 能 力 は
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不均等であリ(System1-1)、 そのために生 ずる不当な支配を規制する行為の規則が成立 し

(System1-2)、 これが発達 して 「法」 とな り、法を管理 し、改善す るための機能を与え られ

た国家が成立する(System1-3,4)。 森は国家の中心的機能として、不当な支配 の規制 という

ものを想定 していることに注意 しよう。森にとって国家 とは、 この明確に限定 された機能を遂

行するための組織体であった。私が森の国家論を 「機能主義的国家論」 と呼ぶ理由はここにあ

る。不当な支配の規制(個 人の保護)と 国家、更には憲法 との関係 は、 目的と手段の関係であ

る。森は"System"で 明 らかにしたこの考えを、枢密院の審議でも一貫 させている。

「臣民ノ財産及言論ノ自由等ハ人民ノ天然所持スル所ノモノニシテ法法律ノ範囲内二於テ之

ヲ保護 シ又之ヲ制限スル所ノモノタリ故二憲法二於テ此等 ノ権利始テ生 シタルモノノ如ク唱

フルコ トハ不可ナルカ如シ。(註9)

以上が、国家の本質的な部分であるとするならば、文明の進歩にしたがって、国家の本質か

ら派生 して くる付随的機能を森は想定 している。即ち、通信、運輸、衛生、教育、防衛などの

「公共的目的」を担 った国民へのサービスがそれである(system1-6,7)。 国家は、 国民の財

産と良心の自由(表 現の自由も含む)を 保護する本質的機能 と、国民福祉 という付随的機能の

二っをもっ。そのため国民 は、自分の生活にとって不可欠である国家の働 きを助けるため、納

税の義務を負うと、森は結論づけた("System"1-7)。 人間の能力の不均等性にはじま り、 国

家の種々のサー ビス機能に至 るまでの主張内容が、森の考えた 「普遍的歴史的事実」 であり

「文明」である。逆に言えば、これ以外のことはすべて、それぞれの国の 「歴史的事由」 によ

る 「特殊」である。

森が西洋に見た 「特殊」とは、「納税」と 「政治的発言権」の密接な融合である("System"

1-8。)森の国家論の独自性はこの両者の結合を否定 したことに由来する。"System"以 外の箇

所で、森は否定の理由を次のように明らかにしている。

「欧米諸国二於テハ納税代議 ト云ヘル俚語ア リテ租税 ヲ納ムル ト政務二参スル ト同一体ニシ

テ分離 スヘカラサルコ トト看做シ、即政府二諸種ノ租税 ヲ納ルル者ハ必ス皆自ヲ国政二参与

シ、或ハ代議人ヲ撰挙スルコ トヲ得ル者ノ如 ク思惟セル人多 シ、然 トモ是 レ古来ノ慣習二由

リテ行ハルルコ トニシテ、其国二於テハ或ハ必要避クヘカラサルモ決 シテ万国普通ノ定則 ト

謂 フヘカラス(註7)

つまり 「畢竟政治ハ智徳 ヲ要 シ而租税ハ財産二属ス」。森は能力の不均等性か ら国家の成立を

説 き起 こしているが、 ここでは同 じ根拠か ら 「納税代議制」を非難 している。っまり、能力の

不均等なものが単に一定額以上納税したか らといって、何故それが国政に参加できる合理的根

拠になるのかと森 は問うているのである。森のこのような 「名望家政清」に対する攻撃 は、更

に 「制限選挙制」非難へ と突 き進む。「欧米諸国多クハ財産ノ程度 ヲ限 リ、代議人撰挙 ノ権 ヲ

附与 シ之 ヲー般民二許可セサルハ何 ソヤ」。(註10)こ のような欧米の現実に対 して、森 は日本

的 「特殊」 として 「一君万民主義」による政治的伝統を強調 し(System2-5,3-19)、 「階級の

高低、収入の大小、収入の形態などに差別 されることなく全国民が公平に国政に貢献する」
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(System3-9)よ うに、一っの国家構造を構想する。その際忘れてはな らないの は、「智徳」

兼備の人間が一国の政治を動かすべきだ(System3-1)と する 「普遍」 と、 日本の政治的伝

統 という 「特殊」の組み合せによって、森の国家論は成 り立 っているということである。森 は

"S
ystem"の 第4章 に具体的な提案を している。

森は 「国民議会」に実質的には立法権を与えなかった。それは森の 「君権主義的傾向」の結

果ではなく、彼の合理主義の所産であった。何故、「私」人が 「公」的業務を遂行できるのか。

又、何故、専門的知識のない者が、専門的利害に関する公的業務を果す ことができるのか。 も

しも、国家が真に公共的目的のための機関であるならば、国家意志の決定者は、最 も 「私」的

要素が少なく、「公」的要素が最大であり、同時に高度の専門的知識を蓄積 している者によっ

てなされなければならない。森 はこの結論を能力の不均等性からくる 「普遍」的なものだと考

えた(System1-1,3-1)。 森が西洋的 「納税代議制」を 「特殊」化 し、否定 した理 由はここに

ある。「納税」→ 「政治的発言権の獲得」→ 「発言権の代弁者 としての代議員の選挙」→ 「代

議員による法の制定」。このようなルー トで政治的意志決定がなされるならば、「私」的なもの

が直接的に国家意志に反映し、国家の 「公」性を保証するものがなくなってしまい、公平な国

民の保護という国家の本質的機能 は事実上遂行不可能になってしまう。森は単純に国家の 「開

明性」や 「公正無私」を信 じていたのではない。そのようなものは、合理的配慮のもとに創 り

出さなければならないと考えていたのである。森はそのために、立法者 は 「選挙」(election)

された者ではなく、「選抜」(selection)さ れた者でなければならないと考えた。 「公」 とい う

「徳」 と、「専門」 という 「知」を兼備 した立法者 は、全国民的規模で設定された選抜の制度を

通 して、 はじめて獲得す ることができる。

森は選抜の制度に三っの段階を考えていたように思える。①専門的知識のある人間を獲得す

る段階。② 「公」的な資質をもった人間を獲得する段階。③専門的知識と 「公」的資質の両者

を兼備 した人間を獲得する段階。重要性からみれば、③、②、①の順 になる。「国民議会」が

実質的な立法権を奪われたのは、「議会ハ公論 ヲ代表セスシテ党派又ハ或ル営業ノ勢力其他種々

ノ事情ノ然メニ動カサレテ決議 ヲナセルナ リ」(註11)と いう森の言葉からも明らかなように、

「国民議会」を①の段階に対応したものと理解 したためであった。森は②の段階に対応 したも

のとして 「元老院」を設け、 これに 「生活ナラヒニ信教及財産所有 自由権 ヲ享有セシムル」

(註12)た めの立法権を与え、国家の本質的機能を確保 しようとした。③の段階 に対応 して

「参議院」を設け、 これに 「徳智体工商武及其他二係ル事項二付、国民ノ幸福 ヲ進 ムヘシ ト思

考スル所ノ方法一切」(註13)に 関する立法権を与え、国民福祉という国家の派生的機能を遂

行させようとした。注目すべきは、「元老院」 と 「参議院」のメンバーの構成である。

「元老院」は 「法律事務所ノ名代」としての 「法官ナラヒニ法官 ヲ勤 メタル者」、「法律施行

二付最モ深ク其得失 ヲ知ル者ノ代」である 「地方長官ナラヒニ増方長官 ヲ勤メタル者」、「諸法

律二服従スル人民 ノ名代」 としての 「国会議員若干名」の三者によって構成 されている。定員

はそれぞれ三分の一。選抜 は次のような手続きで行なわれる。

「イ.国 会ハ其議員 ヨリ元老議官二任セラルヘキ定数二倍スル人名 ヲ、投票或ハ其他 ノ方法
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ニテ更撰 シ、之力名簿 ヲ皇帝二呈スヘシ、陛下ハ内閣二顧問シ此名簿中 ヨリ其半数即国会議

員ニシテ元老院議官 タルヘキ定数ヲ勅撰シ給 フヘシ、ロ.右 ノ如クシテ任セラレタル議官ハ、

直二地方長官井前長官中ヨリ元老院議官二任七 ラルヘキ定数二倍スル人名ヲ撰シ、其名簿 ヲ
ママ

製呈スヘシ、皇帝ハマタ前ノ如ク此名簿中 ヨリ半数 ヲ勅撰 シ給 フヘシ、ハ.右 二種議官被任

後直二同様ノ手続 ヲ以テ、法官井前法官中 ヨリ元老議官二任セラルヘキ数二倍スル人名ヲ撰
ママ

シ其名簿 ヲ製呈スヘシ、皇帝又前ノ如ク半数 ヲ勅撰シ給フヘシ」。(註14)「 参議院」 は定員

総数の三分の二を 「政府ノ高官」によって、残 り三分の一を 「元老院議官」によって構成さ

れている。選抜は次のようにしてなされる。「イ.元 老院総満 員ノ後同院 ヨリ撰出スヘシ、
ママ

議官ノ定数二倍スル人名簿 ヲ製呈スヘシ、皇帝ハ内閣二顧問 シ、此名簿中ニテ元老 ヨリ参議

院議官タルヘキ定数ヲ勅撰シ給フヘシ、ロ.右 ノ如クシテ任セラレタル議官ハ、高等ノ文武

官中ヨリ栄任ヲ辱フスルニ相当ナリト看做スヘキ人ニテ参議院未満員ノ倍数 ヲ撰 シ、之力名

簿 ヲ呈スヘシ、皇帝内閣二顧問シ此名簿中ニテ定数ノ議官 ヲ勅任 シ給 フヘシ」(註15)

森は 「戸主」という日本的 「特殊」の限定のもとにではあるが、全国民的な選抜制度を構想

し、一国の政治に参加する 「俊秀賢良ノ人」 を発掘 しようとした。ところが、 この制度を通過

した者が到達 しうる最上の段階である 「元老院」や 「参議院」では、 この選抜制度を全 く通過

しない 「法官」や 「地方長官」や 「政府ノ高官」などが、三分の二以上を占めるのである。 し

か も選抜制度出身者 は 「諸法律二服従スヘキ人民ノ名代」 としてであり、換言すれば 「被治者」

代表としてしか位置づけられていないのである。これに対 して 「法官」や 「地方長官」は支配

の道具としての法のエキスパー トとして位置づけられており、明 らかに 「治者」の立場を代表

している。 これは一体、何を意味するのか。森の 「絶対主議官僚」としての本質が暴露された

と見るべきなのか。 この問題を解 くカギは森の厳密な 厂公」、 「私」 の領城区分の中にある。

"S
ystem"の 中で提案されている選抜制度は、地方の利害や社会の機能分別に対応 した商業、

農業、教育などの、全休社会の一部分の要求を合理的に代弁するためのものであった。「部分」

の利害の要求は 「公利」を意味せず、公共的 目的のための組織体である国家の真の代表者 とな

ることはできない。

では一体、誰が 「全休」の代表者となることかできるのか。森 はこのことに関して明言 して

いない。 しか し、憲法構想の中では、「元老院」や 「参議院」で実質的力をもっものが、「法官」

「地方官」「高級官吏」であることか ら見て、 この三者が 「公利」を体現 していると考えてよい

だろう。何故、彼 らが国家の公務の代表者たることができるのか。森は二っの論拠を考えてい

たようである。第一に、「公」的機関に専業的に従事 しており、一応私的利害が入 り込む余地

がないこと。第二に、「専門家」に対する信頼。 この二っの条件を満たす者 こそが、「智徳」兼

備の、真に国政の中心 になるべき人物だと森 は信 じていた。 さらに、「私」 的領域の代表者の

背景に、それを支える広大な 「私」的活動の分野と、その上に立脚 した選抜制度があったよう

に、「公」的領域の代表者にも同様のものがあった。「公」的活動 とは、国家による国民の保護

と福祉のための、司法、通信、運輸、教育、衛生、農業、商業などの多方面にわたる専門的活

動であり、そのような活動の背景を支える、国民一般に課せ られた 「公」的義務活動(森 はそ
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の中心的なものとして 「納税」 と 「兵役」を想定 していた)で ある。このように 「公」と 「私」

という二っの領域区分が可能だったのは、森が国家を特定の機能を遂行するための結社と考え

ており、個人は自らの活動の一部分で国家に 「参加」すればよかったからである。 このことは

「教員其人ハ固 ヨリ国民ニシテ国家ノー部分ヲナス」(註16)「 若シ女子ニシテ母 タラサルモ妻

タラン、妻タラサルモ女子 トシテ社会二列 シ国家ノー部 ヲ為スモノナ リ」(註17)と い う森自

身の言葉に端的に表われている。結局、森にとって、国民の保護 と福祉という目標を追求する

組織体と、その組織体の法的命令によって関連づけられた人間関係のネットワークこそが 「国

家」であった(法 的associationと しての国家)。 そうして、 この組織体 の下位組織である教

育制度 こそは、国家の 「権力 ヲ掌握スルモノヲ陶造スル」(註18)選 抜制度だ ったのである。

森が 「法官」「地方長官」「高級官吏」の三者を実質的な国家の代表者とみなした合理的根拠と

は、彼らが 「公」的選抜制度を通過 した、「公」的領域の頂点 に位置する人間だったか らであ

る。まさしくそれは森の言 うように 「一国ノ教育バー国 ヲ組織スル所ノ現象」なのである。

森は、このように して選抜 された権力者 こそは、その専門性においても、その公共的目標を

追求する誠意においても、最も勝れた資質をもっていると信 じた。「知」において も、「徳」に

おいても最も勝れた者が決定 した国家意志 とは絶対的なものである。また、公共的目的のため

に設けられた諸制度は、国家による厳格な管理のもとに置かなければならない。森の制度 レベ

ルの 「国家主義」はこのようにして生まれた。 しかし、その国家主義 とはアプリオリに国家の

絶体性を信 じていたためではな く、「公共的目的」を最 も合理的に追求 しようとした結果生ま

れた ものであった。 したがって、森の国家主義 とは本来の目的たる国民の財産と良心の自由の

保護や国民福祉の手段であり、 これ らを侵害するはずもなかった。少な くとも、森自身はその

ように信 じていた。

以上が、森の立憲政体論である。議会 とは、国王の恣意をチェックする機関であるとする西

洋の立憲政治の常識の普遍的適応性を森は疑 った。 また、権利 としての政治参加を合理的根拠

がないとして拒否 した。これ ら立憲政体論の根本的原理原則 と思われているものを、西洋の

「特殊」に基ずいているとする森の主張は一笑に付すべきものであろうか。

1.人 類にとって何が普遍的か。これにたいす る最終的解答があるはずもないが、常に追い求

めなければならない課題である。西洋人の自称の 「普遍」を信じず、西洋 も日本 もともに

「特殊」なのだとした森の思想の枠組は高 く評価されなければならない。 このような観点

のみが、西洋の挑戦の思想的正解であった。

2.森 の思想 は、基本的には武士身分の解体を主導 した機能主義的な武士観を背景としている。

権利 としての政治参加ではなく義務 としての政治参加 という立場、国家理性への信頼、強

いメ リットクラシィー志向などはその顕著な現れである。っまり、森の考えの基本にある

のは決 して当時の例外的な思想ではなく、むしろ常識的なものであった。例外的なのは、

それを西洋化という枠組内で皆が論 じているときに、それを越えた 「普遍」 という地点か

ら立憲政体論を展開したところにあった。

3.し たがって、立憲政体論 という土俵を取 り払 って森の主張を読み直せば、彼の意見は決 し

て 「奇説」などではな く、国家意思の形成者 として 「最 も適任の人物を徐々に選抜する制
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度」 として実現 されていることに気付 くであろう。ただそれは、代議制度としてではなく

教育制度として位置付けられていたという違いはあったが。
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参考資料

『日本 代 議 政 体 論 』(OnaRepresentativeSystemofGovernmentforJapan)

〔序〕 この文章 は、 日本の立憲政治 の発展 に示唆 を与 えるたあに企画 された シリーズ物 の第1巻 で あ

る。 したが って、最初の3章 は、 この文書だ けでな く、 シ リーズ全体 のための導入部 と見 なされ るべ き

ものであ る。

〔第1章 〕普遍 的歴史的事実(GeneralHistoricalFacts)

日本帝国 の諸制度 に代議政体 をどのよ うに結合 させ るか とい う、我 国の人 々が現在 ま じめに取 り組 ん

でい る重大 な問題 を考 えてみ たい。私 は、上記 の目的のために、 すべての国の発展 の中に見 い出せ、 こ

の問題 に適切 にアプローチす る指針 と考 え られ るい くっかの歴史 的事実 をふ り返 ってみる必要 があ る と

考 え る。

(1)記 録 にないよ うな大昔 か ら、知 的、道徳 的、身体的能 力が、その構 成員 に均 しく与 え られて いた

共同体が 存在 しなかったのは一つ の歴史的事実 であ る。

② この能力 の不均等性 が、 すべての国で人 間間の相互関係を妨 害す る主要 な原因 とな り、その結果、

強者が弱者 を傷っける ことを止 め させ る行為の規則を設定 し、遵守 を強制す るようにな ったのは一 っ の
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歴史的事実で ある。

(3)す べて の先進国で は、 これ らの規則が、人 々の知 性の発達 に したが って修正 され、漸次改良 され

ていったのは一つ の歴史的事実で ある。

(4)す べて の先解国で は早 くか ら、唯一の公平 な基準 として多少 とも認 め られ、他人 に対す る有 害 な

行為 を裁 くのをまかされたのは 「裁判」で あり、大半 の国で は現 在 で も、 裁 判 はす べ ての外 面的 行為

(externalaction)の みな らず、内面的事柄[特 に信仰 に関連 して]を も支配す る ものと考 え られて い

る。 しか し、最近、最 も文明化 した国の い くっか では、 信仰 は各個人 に関す る事柄 であ り、法 的強制で、

個人 をその好 みに反 して、特定 のいかなる宗教 に導 くこと も許 されな くな った とい うの も一っ の歴 史 的

事実 であ る。

(5)す べての先進 国では、裁判 を管理す る義務 は、誠 実 かっ賢明 なる者 にか か されるよ うにな って き

てお り、多 くの文明国で は、裁判官 の選抜 は現在 では非常 に慎重 にされてお り、 その在職期間 は、公 衆

のためのサ ービスが最 も良い結果 になるよ うに、一般 的 には長期 に渡 って いる。

(6)す べての先進国で、人間の知性 は有益 な事 業を遂行 す るための、 それが最高 の ものでな くとも、

重要な推進力の一っ と見な されている。最 も進 んだ国で は、知性 は非常 に高 く評価 され、公共 的 目的 の

た めに は不可欠の もの と見な されてい るので、 すべての若者 の知性 の発達 は、 公費 を使 ってで も強制 的

にな されてい るというの は一っの歴史的事 実であ る。

(7}い か なる国 において も、 自衛 は不 断の注意 の対象 とな るほど必要不可欠 な もの と考え られてお り、

政府が この目的 やその他の ものを達成す るために、国民 に 「納 税」(taxation)の 義務 を割 り当て 、 国

民 はそれに応 じなけれ ばな らな いよ うにな ってい るの は一 っの歴史 的事実 であ る。

(8)い くっか の国で は 一 特に ヨーロッパの 国民に税を割 り当てれば、支配 者の政 治的行 為

に対 して賛否を有効的 に表明す る権利を国民に与 えな ければな らない と考 え られてい る。以前 は、 この

国民の政治的発言権 は少数の者 に限定 されていた。 しか し、現 在では政治 的発 言権 を行使す る知恵 や他

の資質 の正確 な評価 もな く、徐々 にほとん どすべての階層 に拡 大 されて しま った。 ヨー ロッパ人に よ っ

て成 り立 って いるほとん どすべての国で、税を支払 う者 はその国の政府 の仕事 に、多かれ少 かれ発言 権

を もっ のは当然だ と考 え られ るに至 った というの は一つ の歴史 的事実 である。 ここか ら、 「納 税代 議」

(TaxationandRepresentation)と い う言葉が生 まれた。

(9)立 憲制の ほとん どの国で、その初期 には、法律の実 際の立案者 は、名 目的 には国家の元首 の助 言

者で あった。 しか し、彼 らが元首に直接 的責任を もたな くな った結果、徐 々に彼 らは実際上 の支配 者 に

なった。彼 らは、種 々の立法議会に選挙 された政 治家 によ って構成 されている組織 体に責任 を もっ とい

うのは一っの歴史的事実で ある。

(IOI多 くの立憲国で、立法権 は一般的に複数 の組織体 に帰属 させ られるよ うにな って きてい る。 しか

も、それ は漸次、国家の財政 を コン トロールす る機関 と して知 られ る国民代議院(Representativesof

thePeople)に 吸収 されて しま っているとい うの も一 っの歴史的事実で ある。

(11)直 接代議制 の もとで は、選挙によ って成 り立っ組織体 は必 ず しも選挙民 の大多数を代表 して い る

ので はない。 しか も、政党が直接関係 しな い多 くの国事 があ るとい うの も事実 であ る。

(12)立 憲制 にはい くっかの形態があ るとい うの は事実 であ る。 その運営 のための規律正 しい秩 序 を も

っ ものの中で、機構の構成 に関 して相互 に著 しく異な った三 っの タイプがある。 これ らはイギ リス、 ア

メ リカ、 プロシアに代表 され る。 イギ リスでは、行政府 を コン トロールす る立 法府に所属す る一 定数 の

議員を除 けば、行政府 は現実の政治制度内 において は、重要 な位置 を占めて いない。一方、行政 府 を コ

ン トロールす る立法者(も しも彼が下院議 員な らば)は 選挙民 の圧力 に暴 され、 しば しば、多 くの重 要

な行政的処置に よる継続的作業を確保する ことがで きな いでいる。 アメ リカ合衆 国で は、行政府 は実 際

的には立 法府か ら独立 してい る。 国民の選挙 によ って選 ばれ る大統領 は(法 律 に触れず、かつ在任中は)、

自らの行政 的処置を実行 す る際に議会の承認 を必 ず しも必要 とは しない。 この件 に関す る例外 は一 定額

以上 のサ ラリーを もらう役人 を任 命す る際に、上 院の同意 を得 る義務が あるとい うことだけであろ う。

しか しなが ら、 この例外 は行政 にっいての大統領 の広範 な権力 と、本質的な関係 を もっていない。 プ ロ

シアにおいては、行政府 は、国王 によ ってのみ任命 され、国王 のみ に責任を負 い、立法府 の信任 を失 っ
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た場合 も免職 にな らな い。国家 の高 級官 僚 によ って運営 されて いる。

(13)立 憲 国で は、立法のための権i限は多かれ少か れ積極的 には次 の三つ の階級 によって共有 され て い

るとい うの は一っの事実である。① 国民 大衆、② エ リー ト。す なわ ち、独立 した共同体 の代表者、貴族、

広大 な土地 の所有者、大工場 の経営者、 高級官僚、宗教的、科学的、芸術的利害 の代表者、③ 君主又 は

大統領。

(14)規 律正 しく治め られている立憲国 で は、軍人 と司法官 は一般的 に、その社 にある間 は、多 くの政

治 的権利 を行使 す ることか ら除外 されてい るというの は一っの事実であ る。

〔第2章 〕特殊 的歴史的事実(SpecialHistoricalFacts)

現在、私 の前 に横 たわ っている重要 な問題 は、我国の最 も知的人々に よってのみ正 しく解 きうる もの

であることは言 うまで もない。 この仕事 にたず さわ るや、彼 らは国民的存在を特徴づ け、 日本の政 治 制

度全体 の基礎 を本質的に構成 して いる歴史 的事 実を知 りた いと思 うようにな るだ ろう。私 はここで、 日

本 の歴史 にっ いて知 っていることを もとに して、で きるか ぎり簡潔かっ抱 括的 に、歴史的事実 を整理 し

てみ たい。

(1)2544年 前 の神武 の御世以来、 日本 は外国 のいかな る支配に も服 した ことはなか った。 この王 朝 は

現在 も元首 の座 にあ り、王位 は我国 の中心 的存在 であ る。 これ ら二 つの事 実 は、我国の人々の心 の中 で

非常 に大事 にされてお り、帝位 に対す る深淵 かっ絶対的な尊崇 と我 国に対 す る特 別に強い愛着 を示 して

いるほどで ある とい うのは一っの事実で ある。

(2)日 本 は昔 よ り外国 の思想、生活様式、物 品を評価 し、即座に利 用す る順 向を もっていた。 この た

め、 日本 は近隣諸国 によって到達 され た文 明の域 に まで 自らを高あ或 る点 ではそれ らを凌駕す るよ うに

なった。以前、我国 はアジアの隣国 によって高度 に発達 させ られた制度 の多 くの持徴 を、我国 の政治 制

度 に接合 させ た。現在 ではヨーロッパや アメ リカの制 度に関す る同様 のプ ロセスを既 に完了 して しま っ

て いるとい うのは一っ の事実であ る。

(3)日 本の全政治制度 は、本質的 には家長が家族 の行為に対 して責任 を負 うという原理の上に成 リ立 っ

てい るの は一つ の事実で ある。富即 ち財産 は、 ヨー ロッパ諸 国ほどには、 日本 では政治 に関連 して重 要

な もの とは見 なされて こなか った。更 に、 日本 の指導 的課税原理 は、納税者 や議会 における代議員 の同

意 を必要 とす る ヨーロ ッパの大半の国々 と異 な り、納税者 の意志 とはかか わ りな く、国家の必要性 のみ

に立脚 していた ということをっけ加えて もよい。

(4}日 本 で近年その終末を とげた封建体制 は、 いかなる再興 のきざ しも見 い出せな いが、それ は地 方

(provincial)又 は地区(10cal)の 政治を確立 するための確 かな中心地 を さ し示す指 標 を残 した と い

うのは一っ の歴史的事実であ る。

(5)古 代 日本の政治制度には、 その構成要素 と して、君主 とその臣下の二者だ けが存在 していた。 臣

下 の間 にはいかな る階級の分化 もなか った。中世 には、政治権力 は公家 と宮廷貴族に よって行使 され て

いた。11世 紀 よ りA.D.1868年 まで続 く近 世に は、政治権力 はいくっかの武士 によって継続 的に享 受 さ

れて いた。 しか も現在で も、政治権 力は武 士的に育て られ た者の手に ほとん ど留 まってい るとい うの は

一つの事実 であ る
。

(6)封 建制 は過去 の ものであるが、政治権力 を享受 して いた武士 階級は、 もはやかって と同一 では な

いが、 まだ、 国事 を荷 う資質 を持 った唯一 の部分 であ る。 しか し、現 在で は国民の中の武士 ではなか っ

た部分が、急速 に軍事 的知識 と同様 に政治 的知性 を有す るよ うにな って きてい るのは一 っの事実である。

(7)幕 藩体制 とい う旧休制が、1868年 に王政 の新体制に置 き換 え られた。 当時の政治状況 の中 か ら、

代議政体を確立 するたあの国民的運動が生 み出され、その結果、明治23年(1890年)に 我国最初の 国民

議会を開設 す るよ う詔勅が発せ られ たのは一つ の事 実であ る。

(8)我 々 は既 に、 まだ実験的性格の もの ではあ るが、納 税 と代議制 とを結 びっける外国の思想を もと

に して、地 方代議制 を採用 した。 これ は、或 る点 ではその有効性 を証明 したが、選挙制 の現状 は不満 足

な ものであ り、極 めて便宜的な ものであ るとい うのは一 つの事実で ある。

(9)現 在 、 日本 には、国家の 目的のため に重要 かっ不可欠 だと痛感 されて いる、教育、衛生、商業 、

産業、科学 、芸術のた めの多 くの結社があ るとい うのは一っ の事実て ある。
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(10)日 本 は島国 という地理 的条件の ために、外的危機 か らは比較的安全で あった とい うの は一っ の事

実で ある。 そのため、国民 は高度 に同質化 し、人種問題 が政治を混乱 させ るという恐れ も存 在 しな い。

しか も、信仰 に関す る国民感情 は、信者や信仰団体が 他人を害 しな いか ぎり、 いかな る信仰 を も許容 す

るほど健全 な ものになってい る。

(ii)日 本 は温暖 な気候、様々な重要な資源、高 い資質 と強い活力を もった豊富な人 口な どに恵 まれ て い

るとい うのは一 の事実であ る。

〔第3章 〕全般的結論

第1章 、第2章 の それぞれにおいて示 され た、普遍 と特殊の歴史的事実のすべて は、我々の課題 を探

究す る際 の信頼すべ き指針 として、議論の余地 な く、 かっ十分抱括的 な もの と仮定 されてい る。今 ここ

で、私 は、 いか に して 日本の政治制度 に代議政体 を接 合 させ るか という最初の問題 に最終的結論を下 す

第一歩 と して、(こ こで述べ られ たものの 中か ら)一 連 の結論を引 き出 してみ ようと思 う。

(1)知 的、道徳的、身体的能力の不均等性 は確固 た る事実であ るか ら、法律作成者 を選 抜(select)

す る際 に、或 る者 より一層す ぐれた他の者がお り、 この ような者 は選抜 のための確実な制度の操作 を通

して見 い出せ ると結論づ けることがで きる。

② 立法権が1人 の手 にゆだね られ ると、国民 の福祉 に重大な影響 を与え るほど誤 った用 いか たを さ

れやす い。 したが って、立法権 は立法機能 をもっ2、3の 独立 した組織体で ある複数の立法府の相互 規

制 のもとに行使 さるべ きだ と結論 づ けることがで きる。

(3)二 っ又 は三っの組織体に共有 されて いる国家 の立 法機 能 は、組織体校の意見の不一致 により機 能

しな くなる傾向が あるので、その ような立法府 の機能停 止を避 けるための対策が取 られ る必 要があ る と

結論づ けることがで きる。

(4)立 法 には多 くの重要な 目的があ るので、各々の 目的を有効に探究す るために必要 とされ る知識 と

技 術を保持 して いる1人 ない しはそれ以上の構成員を確 保 しな ければ ならない。そのため、立法の 目的

は分類 さるべ きであ り、又その分 類 は時代の要請 にと もな って変更 さるべ きだ と結論 づけ ることが で き

る。

(5)立 法者を選抜す る制度 は、 すべての立憲制の国 で同一 だ とい うわ けで はな く、 その違 い は各国 の

政 治的発達 と環境の差 異による。 したが って、 日本で代用 さるべ き適切 な制 度 は、我国 の政 治的発達 と

環境 に最 も適 合 した もの となるだろ うと結 論づ けるこ とがで きる。

(6)国 民が国家の立 法者 を 「直接」 選挙す ることを許容 す る制度 は、政治 的意 見の自由な表明に対 し

て不利かつ有害 に作用す る 「政党 政治」(PartyPolitics)を 生 み出すだけであ り、 そ れ は 日本 が回避

しなければな らない根 本的誤謬 を招来 させ ると結論づ ける ことがで きる。

(7)立 憲制 の国々における司法官 と軍人 は、一 般的 にはその時代 のすべての政治 的事柄 に対 して発言

権 を停止 されている。 もしそう しなければ、政事 に悪 い影響 を与 えるか ら自 らの職業 の遂行 に不利 益 を

もた らす か、 あ るいは又 これ ら両方 の結果 を引 き起 こす こ とになる。両者 の政治 か らの排除 は便宜 上 の

取 り決 めである。国民 の直接的 な発言 によ って政 治が支配 され、 これ らの職業階級 が不正 な影響 力 に暴

され ている と思 われる場合 にのみ、両者 の政治 的発言 は正当化 され る。 しか し、国民が外的 に直接 に司

法官 や軍人 に影響 を与 えることを許 さず、 国民 が政治 へ の発言権 を間接 的に行使す ることのみを認 め て

いる代議政体 を採用 した国で は、 そのよ うな ことは正 当化 されないと結論づ けることがで きる。

(8}裁 判を支持 し、 それ によってすべて の個人 の法 的権利、特 に財産 の所有 と良心の 自由を保護 す る

ことは国家の主要 な業務であ るので、すべ ての立法行 為 は、 その ような結果 を効果的 にもた らす よ う考

え らるべ きだ と結論づ けることがで きる。

(9)一 国の政治 は必ず様々のサ ー ビスの コ ンビネー シ ョンか ら成 り立 って お り、国民 は能力に応 じて、

人的サー ビスか金銭かのいずれかの形態で国政 に貢献 す ることが要求 されて いる。 したが って、階級 の

高低、収入の大小、収入の形態 な どに差別 され ることな く、全国民が公平 に国政 に貢献す ることが で き

るよ うに、国民 は直接又 は間接 の代 表者を通 して要求 す る権利を もっべ きで あると結論づ けることがで

き る。

㈹ 通信、運 輸、教 育、衛生 な どの政府の業務が有効 に作動 す るために は、多 くの必要 な ものがあ り、
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これ らの必要品やそのための手段 は政府 によ って コン トロール さるべ きであ る。 しか し、 国民 は政府 の

これ らの手段の適切 な運用 を妨 げない限 りは、 いかなる自分 の欲望 を追 い求 め るの も自由であ る。 この

ことを理 解 させるために、政府 の必要 とする もの とその手段 は明確 に定 め られているべきであると結論

づ けることがで きる。

(ll)国 民 に税 の割 り当てをす る機関が もっ権利 は、必ず しも税 の使用 目的や税収 の総量 を決定す る権

利 とは結 びっかないので、国民 の代表者 は この二っ の権利が与 え られ な くて も、 自分の代表機能 の一 部

が不 当に奪 われたと考 えて はな らない。 これ らの権利 は国民 の代表者 に与 えるべき もので はない。 しか

しなが ら、彼 らは既 に述べた ように選抜 され た立法者の組織体 に属す る資格 を有す ると見な さるべ きで

あると結論づ けることがで きる。

(12)国 民 の代表者 は立法 に関す る事柄 にっ いて 自由に白分 の意見 を発表すべ きなので、その代表者 と

い う性格 の範囲内で、 いかな る者か ら提 出された法津 に関 してで あれ、 自由 に討論 し、かっ宣言を 出す

ことを認 あ られ るべ きであ ると結論づ けることかで きる。

(13)国 民 の代表者 は、 自分が代表 して いる人々 に責任を負 って いるので、議会で正式 に表明 され た意

見 は、それ ぞれの選挙民に知 らせ る義務を有す ると結論づけ ることかで さる。

(14)前 もって選挙民に知 らされない様々な問題が、国民 の代表者の前 に議題 として出て くるが、 その

ような問題を取 り扱 う権利 は選挙民に信任 された代理者 としての代表者 に完全に与 え られてお り、 しか'

も代表者の意見 は選挙民の意 見 とみな され るべ きだ と結論 づ けることがで きる。

(15)同 一の王朝 の もとで25世 紀以上 に渡 って存続 して きた 日本の帝 位 は、我 国の存在 の中心 であ り、

君主 は至 高の ものである。 したが って、我 国の発展 にかんがみ、君主 は今まで どお り、国家 の最高 権威

に留 まるべ きであ り、立法 のための議員 の選抜 が我国 で促進 され るに従 って、 そのための制度を創設 す

べきであ る。 しか し、君主が制度 を勝手 に変化 させることは立憲政治 と矛盾 するので、制度の改正 に対

す る責任 は、 すべ て、立法議員 に対 して責任 を もつ国家 の大 臣たち、 っま り君主 の政治的助言者 に負 わ

せ るべ き ものと結論づ けることが できる。

(16)日 本 は外国 の思想、生活様式、事物 を利用す る性向、温暖 な気候、種 々の重要な資源、更 に は活

力 と気骨 のある大人 口などに恵 まれてお り、外国 と同等の文明 の水準 にまで到着可能だ と結論 づけ る こ

とがで きる。

(切 日本の政治的構成単位 は各家族の長 と同一視 されてお り、他の ものが代替す ることはできない。

又、富、即 ち財産 はヨーロッパの場 合のよ うに、』政治において重要な役割を果す ことはなか ったので、

日本で は、すべての文明国の政 治的発達 の中に見い出す ことがで き、我国で も今まで続 いてきた この構

成単位 を もとにす ることによ ってのみ、最 もよ く政治制 度を維持 し、改善す ることかできると結論 づ け

ることがで きる。

(18)最 近 廃止 された封建体制 は、 日本 中に地方政治 の中心地 を示 す指 標を残 した。 これ らは現存 の地

方政治 のすべての目的に適切 に答 える ものと して認 め られ、利用 されて きたので、代議政体 はこれ らを

核 として、最 も有利 に形成す ることがで きると結論 づける ことができる。

(19)1868年 に創立 され た政治体制 は、君主 と政治 的階級分化 のない臣下 という二っの要素のみからなっ

て いる、古代 的帝政 の形態 を完全 に再興 したものである。又、世襲制 の採用 が 日本 の過去 にもた ら した

諸悪 を再現 させ ないよ うにす ることは望 ま しいので、特定 の階級 や家族 を基礎 に した世襲的職業 によ る

行政や立法 の役職の独 占は望 ま しいもの と見なす ことはで きないと結論づ けることがで きる。

⑳ 日本の政治状勢 は代議政体 を創設 するための国民運動 を引 き起 こ し、 天皇(theEmperor)は

1890年 に国民議会(NationalAssembly)を 開設す ることを既 に決定 したので、 この運動の強 化 をい

かな る部 所 にあ るもの もたあ らって はな らない。(今 後 は)帝 国 の歴史的性格 と進 歩 の調 和 を見 い出 し

うる、最 も健全な政治的原則に立脚 して、代議 政体を創 り上 げるよう努力を傾注すべ きであると結 論 づ

け ることがで きる。

⑳ 国 政に は多 くの分 野があ るので、すべての重要 な事項 はそれをなすの に特別 の資格 を もっ もの に

よ って注 意深 く取 り扱 われ るのを最良 とする。 この ことを実現 す るためには、来たるべき国民議会 は国

家 的重要 性を もっ組織体 のそれぞれを代表 するメ ンバーによ って構 成 さるべ きであると結論づ ける こと
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ができる。 これ らの組織体 は、第一 に地方議会、第二 に選 出母体 としてその重要性 を十分 に認 め られ、

国家 による公的承認 を勝 ち取 った結社 よ りなる。

〔第4章 〕1890年 の国民議会(TheProposedNationalAssemblyof1890)

以上 に述 べた理 由か ら、我 々は次 のよ うな結論 に達 した。即 ち、立法 者には選抜 の制度 を通過 した者

がな るべきである(Legislatorsshouldbearrivedatthroughasystemofselection)。 又、 立 法

権 は2、3の 独立 した組織体 によ って分有 されるべ きであ る。 さて、行 政組織、な らびにそれ と立法 組

織 の関係 にっいては、 まだ何 も述 べていなか ったが、 この問題 について は、次の三点 に関す る結論 が出

た後で取 り扱 う必要 がある と考 え る。①1890年 に予定 されてい る国民議会 に如何な る機能 を付与す るか。

②その メンバーによ って代表 され るナ ショナル ・イ ンタ レス トとは何か。③議員の選挙(election)の

た めには如何な る制 度が採用 さるべ きであ るのか。① にっ いて は、 これを三つ に分 けて答えよ う。第 一

に、国民の間の税の割 り当てを どの ようにす るか とい う問題点を決定す ること。第二 に、議会で議 に付

され た如何な る問題点 も、政府への集団的助言 として提 出す ること。第三 に、議会で同意に達 した如 何

なる請願 も君主 に奉呈す ること。第一の機能の 目的 は、国民間 の税 の割 り当て を公平 にす ることにある。

換言すれば、課税の正当な範囲を確立す ることであ る。 しか し、 これ は国家が税使用の 目的 と、そ の総

量 を決定す るのを議会が干渉す ることだ と理解 されて はな らない。第一 の機能 を遂行す るた めの議 会 の

議決権 は、全構成員の三分の二以上 の票決であれば政府 を拘束 し、議決 の内容 を政府 は無条件 に受 け入

れなければな らず、三分の二以下で あれば政府がそれ を受 け入 れるか否 かは全 く自由で ある。政府 が そ

れを拒否 した場合、議員が選挙民 に事情を説明す るた あに、政府 に拒否理 由を明 らかにす るよ う要 求 す

る権利 を国家 は議員 に認あ なけれ ばな らない。第二の機能 は、政府 の考 えを変更又 は成熟 させるたあに、

議会 で集団討論 を経 たもの によ り政府 に助言を与え るこ とである。第三 の機能 は、議会 の大多数 で も っ

て政府 の政治的行為 と立法行為が我国 の現在の制度を危機 にさ らし、国民生活 を堕落 させ る もの と して

君 主に不満 を奉呈す ることで ある。② の問題、即 ち議会 によ って代表 され るナ ショナル ・イ ンタレス ト

とは何か とい う問題 は、議会 の活 目を引 くもの と想定 される項 目を列挙 す ることによ りす ぐ答 える こ と

がで きる。私 の意見で は、議会 で利害 が代表 さるべ き項 目は、地方 問題 、農築、産業、商業、衛生、 教

育 、科学、芸術 である。最後 に③ の選挙制度の問題 は、次 のよ うに考 える ことによ リ答 えるこ とがで き

る。上 に列挙 した項 目に関心す る利害 は、 その項 目に関 する知識 を もち特別 の資格 のある者 によ って の

み、最 もよ く保護 され、促進 され る。 しか も、 この方法 のみが議会 に特別 の資質を もっ者 を集 ある最 も

よ く計算 された方法で ある。 このよ うな制度が完成す るためには多 くの年 数を要 するが、 その主要 な部

分 は項 目中のい くっか を準備す る ことで、国家 に不便 を与 えず、1890年 までに創 り上 げる ことが可 能 で

ある。 その中には地方、農業、商業、衛生 などが含 まれ るだろ う。 とい うの は、 これ らは現在 多 くの者

が専 門的職業 と して本格的 に従事 しているか らであ る。 もっとも、現在 の制度 は実 際的操作 が可能 とな

るよ うに緊急 に組織化 し、現在 の特殊 な状況 に したが って制度 の細部 を変 更す る必要 がある。私 は、 今

ここで、 この選挙制度 のアウ トライ ンを描 いて みよう。端 的に言 って、 それ は、段 階的な選挙 の連 続操

作 による、選 ばれ た人物を選 びぬ くことで あ り、更 に短 か く言 えば、それ は最 も適任 の人物 を徐 々 に選

抜す る制度で ある(lnasinglesentence;itistoselectoutoftheselected,throughtheoperation

ofaseriesofgraduatedelections;moreshortly,itisasystemofgraduallyselectingthebest

qualified)。 この制度の説明をすれ ば次 のようにな る。県 とか府 レベルの地方 の利害 は地方 の議会 の 中

か ら、地方議会 により選ばれ た人物 を通 じて国民議会 の中に反映 される。 県、 府 レベルの議員 は同様 に

郡や区 という地区のそれか ら選 出され る。郡や区の議会 は町や村 の議員 か ら選 出 された ものによ って構

成 され る。最後 に、町や村の議員 は戸主 の集会 によ って選 ばれた ものによ って成 り立つ。 この制度 に変

更を加えれば地方議会の利害以外 のケースに利用で きる。例 えば、商業 的利害 の場合、国民議会 で商業

の利害を代表す るもの は全国商業連盟 によって、その 中か ら選 出 された一 ない しは、 それ以上 の人 員 よ

りな る。全国商業連盟 は種々の地方商業連盟の代表者 によって構成 されており、地方商業連盟のメンバー

は国家の権威 によ って選挙母 体 と して認 あ られて きた一定数 の商店主 の集 会によ リ選 出され る。衛 生 の

場合、国民 議会での代表者 は全国公衆衛生協会 によ り、 その中か ら選 出され、全国協会 のメ ンバー は地

方協 会のメ ンバーよ リ成 り立 って いる。地方の協会員 は、国家 の権威 により選挙人 と認あ られた者によっ
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て選ばれ る。1890年 に開設 され る国民議会が、例え ば90名 ほ どのメ ンバ ーにより構成 され ると した ら、

その三分 の二 は各地方 を代表 している者 に、残 り三分 の一 は各種の協会の代表者 によって 占め られる。

各協会へ は帝国 の国民 的福祉 に関する重要度 に比例 して代 表者の数が決定 され る。以上 のよ うに して計

画 され た代表者 の組織体 の声は、すべて本質的要求 を反 映 して おり、忠実 かつ有効 に帝政 に貢献す る こ

とを期待 す ることがで きる。 同様に、 この制度 は、 天皇 陛下が、彼 の忠実 な臣下 よ リ提 出されたす べ て

の示唆 を、その メ リッ トに従 って賢明かっ慈悲 深 く熟慮 され給 うのを必ず や援助 するで あろ う。
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